木島平村公告第５号


　令和７年度農村交流館LED化工事について、特定建設共同企業体を含む指名競争入札を執行するので、木島平村建設工事共同企業体運用基準（平成4年木島平村告示第62号）第4の規定により特定建設共同企業体に係る入札参加資格審査申請書を下記のとおり受付します。


　令和７年１１月１７日

木島平村長　日 䑓 正 博

１．工事の概要
	(1)工　事　名
	令和７年度農村交流館LED化工事

	(2)工事場所
	木島平村大字上木島1762　木島平村農村交流館

	(3)工事概要
	農村交流館内照明設備のLED化改修工事
・仮設工事
　シート養生　2,789㎡
　脚立足場　　643㎡
　ローリング足場　2台
　ローリング足場養生　20㎡
　清掃片付費　2,789㎡
　現場事務所　1棟
　労務費　ローリング足場移動費1式
・建築工事
　1階会議室天井補修工事　2か所
　2階研修室天井補修工事　2か所
・電気設備工事　
　管内照明器具LED化工事　313台分
　調光スイッチ　1個
既存照明具撤去　1式
既存電源配線接続費　1式
産業処理費　1式
搬出費　1式

	(4)予定工期
	契約を締結した日から令和8年3月31日まで



[bookmark: _Hlk512934387]２．特定建設共同企業体に関する事項
	(1)一般的要件


	①会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て、又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
②建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を得てからの営業年数が３年以上であること。
③監理者は木島平村が指定した者が務める。

	(2)資格要件

（すべてを満たすこと）
	1 令和7年11月1日現在に、木島平村建設工事入札制度合理化対策要綱（平成27年木島平村訓令第40号）第２条第２項の要件を備え、入札に参加する者に必要な資格により電気の認定を受けていること。
2 中野市、飯山市及び木島平村に本社又は営業所等を有していること。
3 申請書提出日現在に、長野県建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領（平成29年長野県建政技第265号）並びに、木島平村建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止等措置要綱（平成26年木島平村訓令第9号）に基づく入札参加停止の措置を受けていない者であること。

	(3)構成員要件
（すべてを満たすこと）
	1 特定建設工事共同企業体（以下「特定ＪＶ」という。）の構成員は２者とする。
2 特定ＪＶの構成員のうち、１者については、木島平村に本社又は営業所等を有し、木島平村が発注した電気工事等の施工実績のある事業者であること。
3 特定ＪＶの構成員のうち、１者については、令和7・8・9年度の長野県建設工事入札参加資格における電気の資格総合点数が816点以上（区分A）（令和7年11月1日現在）であること。
4 特定ＪＶの構成員のうち、１者については、電気工事の元請として契約額2千万円以上の施工実績（平成24年以降）があること。
5 特定ＪＶの構成員のうち、１者については、本工事に対応する許可業種の監理技術者又は主任技術者を専任で配置できる者であること。
6 結成方法は自主結成とする。

	(4)出資比率
	出資比率は、３０パーセント以上とする。

	(5)代表者要件
	①代表者は(3)構成員要件の③④⑤をすべて満たす者であること。
②代表者は構成員中で最大の出資比率であること。



３．提出書類及び受付期間
	(1)提出書類
	①特定建設共同企業体入札参加資格審査申請書（様式第１号）
②特定建設共同企業体協定書（様式第２号）
③特定建設共同企業体委任状（様式第３号）
④同種工事の施工実績調書（様式第４号）

	(2)受付期間
	令和７年１１月１７日(月) 　９時００分から
令和７年１１月２７日(木) １７時００分まで
※ただし、土曜日・日曜日を除く。

	(3)受付場所
	長野県下高井郡木島平村大字上木島1762
木島平村農村交流館　木島平村教育委員会生涯学習課生涯学習係　

	(4)提出方法
	受付期間内に受付場所に持参すること。



４．業者選定及び入札について
	(1)指名業者の決定
	申請書類を審査のうえ、本工事における入札参加希望者の中から指名業者を選定する。

	(2)入札の中止
	この入札に参加する特定JVの数が、2社に満たない場合は、本公告による入札を中止する。



５．その他
	(1)問合せ先
	木島平村　生涯学習課生涯学習係　担当：宮﨑哲也
電話0269-82-2041
E-mail：shogai@vill.kijimadaira.lg.jp



